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第64回

サンゴ礁漁民の民族自然誌――生業転換と商品化

2011 年 10 月 22 日（於：京都大学楽友会館）

サンゴ礁は、地球上でもっとも生産性の高い生態系のひとつで、数多くの生物種をはぐくみ、貴重な

観光資源ともなっている。それが近年、気候変動その他の要因で危機にさらされているという。地域に

よっては、小規模漁業もサンゴ礁を破壊しているとされる。しかし、漁民はたんなる加害者なのか。彼

らはむしろ、年々のように変わる市況や海況を厳しく見つめ、あたらしい工夫を漁にとり入れたり試行

錯誤したりしながら、暮らしを守る生活者である。いいかえれば、サンゴ礁のことを知りつくすナチュ

ラリストだし、サンゴ礁破壊の不利益をまっさきに受ける関係者である。サンゴ礁保全を進めるうえで

は、彼らのいとなみをふまえることが不可欠だろう。

高橋そよ氏（沖縄大学地域研究所）は、宮古諸島伊良部島佐良浜の調査をもとに報告をおこなった。

同地の漁民は、戦後期をつうじて、漁獲対象や漁法をたえず変化させてきた。そうした行動の変化にも

かかわらず、漁民の生活を安定させる要因のひとつとして、ウキジュとよばれる漁師と仲買人の固定的

な取引慣行が社会関係を基盤におこなわれていることを指摘した。ウキジュ関係が機能する場合には、

商品の規格が統一されている必要はないため、小さな魚や少ない魚でも買いたたかれることはない。多

様な魚種を漁獲することの多いサンゴ礁漁民にとって、ウキジュ関係とは買い手が安定的に確保される

ことを意味するだけではない。関係性の維持に向けて取引相手の期待に応えようと、多様な「商品」の

漁獲に努めることは、結果的にサンゴ礁資源の利用を分散させる状況を生み出していることを明らかに

した。

赤嶺淳氏（名古屋市立大学）は、漁民の活動が消費地や国際的枠組みの影響下にあることを、フィ

リピンなど複数の場所における民族誌的調査から明らかにした。それによると、ダイナマイト漁につ

いての言説が無理解な第三者によって大きくゆがめられている。また、1975 年に発効したいわゆるワ

シントン条約（CITES）も、2000 年以降に食用海産物を対象とするようになって大きくさま変わりし、

CITES リスト記載種の漁獲を違法とする国において漁民の生活をおびやかしている。とくに、タツノ

オトシゴ類などは網による混獲が多いため、これらが CITES リストに記載されると、漁民のふるまい

を大きく変えてしまう可能性がある。

最後に、今回の例会の企画者である飯田卓（国立民族学博物館）は、マダガスカルにおける漁民の生

活の変化を、漁法変化とのかかわりから報告した。近代的素材を用いた漁具が導入されて以降、漁獲効

率が高まって、漁民はしばしば資源枯渇に悩まされている。しかし 1990 年代以降は、漁法のレパートリー

を多様化させることでこれを乗りきり、将来のために漁法の開発にいそしむようになっている。木材で
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自作した銛銃やイカ疑似餌、古タイヤから自作した地曳網、LED ライトとコンドームを用いた潜り漁

などである。これらの漁法を着想するうえでは、さまざまな素材を組みあわせる応用力にくわえて、漁

に関する知識や経験もプールしておくことが必要である。

総合討論では、秋道智彌氏（総合地球環境学研究所）のコメントをふまえた質疑応答がおこなわれた。

①発表では、サンゴ礁漁民が多様な資源に依存したジェネラリストであり、順応的な戦略をもっている

ことが強調されていたが、特定の資源に依存するスペシャリスト的漁法もあること、②漁法の変化や商

品の広域化・グローバル化にともなって、社会経済環境もこまめに変わっていくので、地域ごとに「漁

業のゆくえ」は異なるであろうことなどが指摘された。また、③そうした実態の多様性をふまえる調査

研究を今後徹底していくべきこと、④将来的な資源保全ではさまざまな政策オプションを準備しておく

べきこと、⑤ウキジュ関係のようにローカルな社会関係を反映させたシステムはさまざまな場面で柔軟

に対応しうることなどが論じられた。

飯田卓（国立民族学博物館）


